
令和３年10月から証紙が改定になります！
重 要

証紙貼付方式

令和３年10月１日以降は新しい共済証紙（320円）しか販売しており
ません。

①令和３年10月１日からは320円証紙のみの販売となり、310円証紙は購入できなくなりま
す。令和３年９月までの就労日数分の証紙は令和３年９月30日までに購入してください。
②令和３年10月１日から令和３年12月末まではお近くの金融機関で、310円証紙と320円証紙
を交換することができます。

共済手帳はそのままお使いください。

①令和３年９月末日までに発行された共済手帳はそのままお使いください。現在お持ちの共済
手帳は証紙が満了するか、表紙に記載されている次回更新時期が到来するまで（次回更新時
期の記載がない場合は手帳交付日から２年を経過するまで）更新手続きは必要ありません。
②令和３年９月までの就労日数分は310円の証紙を貼付し、令和３年10月からの就労日数分は
新証紙320円の証紙を貼付してください。
③令和３年９月までの就労日数分の証紙（310円）はすべて現在持っている手帳に貼付してか
ら更新してください。この場合、手帳に貼った証紙枚数が250枚を超えても差し支えありま
せん。手帳交付日が令和３年10月以降の手帳には310円証紙を貼ることはできません。

証紙貼付台帳の書き方がわからない方、しばらく証紙を貼り忘れていた方は
被共済者の就労日数を調べ、建退共の関係書類をすべてご用意のうえ、８月
末までには栃木県支部事務局にご相談ください。

建退共栃木県支部　　電　話　028-639-2611
ＦＡＸ　028-639-2985

新しく雇用した方の手帳作成を忘れずに申請してください。

①新たに従業員を雇用した場合は、速やかに共済手帳の申込をしてください。共済証紙は加入
日からの貼付となり、加入日前の証紙を貼ることはできません。
②令和３年10月以降に共済手帳申込書を申請した場合、310円証紙を貼ることはできません。
③事務処理等の遅れにより手帳の申込みが遅れてしまったときは、加入日を遡ること（遡及）
ができる場合がありますので、手帳申込みをする前に、支部へご相談ください。



独立行政法人 勤労者退職金共済機構  建退共栃木県支部
TEL. 028-639-2611　　FAX. 028-639-2985

建退共本部ホームページ https://kentaikyo.taisyokukin.go.jp

「証紙貼付台帳」の記載例

①証紙貼付台帳の累計を令和３年10月から「０」に戻して記載してください。

加入・履行証明書の郵送発行について

①事前に必要書類をFAXで送信していただき、加入・履行状況の内容を確認、発行の有無を
FAXでご連絡いたします。その後、加入・履行証明書、返信用封筒、発行手数料（定額小為
替）を郵送してください。
　郵送発行の詳しい方法は、建退共栃木県支部のホームページでご確認ください。
②当面の間は、従来どおり窓口での発行も行います。その際には、持参する書類がありますの
で、別紙「加入・履行証明書の発行基準の改定について」をご確認ください。
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証紙の貼り方について

①加入事業者は加入従業員に賃金を支払うつど（少なくとも月１回）、その加入従業員が働い
た日数分の共済証紙を共済手帳に貼って、消印をしてください。
②消印は下記のように会社名と年月日の入った印を使用してください。

③共済証紙の貼付は、加入従業員について、公共工事、民間工事を問わず、働いた日数に応じ
た証紙を購入し、共済手帳に証紙を貼付してください。

320円証紙の累計を始める平成15年10月から令和３年９月までの
就労日数の累計
（手帳の表紙310円証紙の枚数と手帳の中に貼付して
ある310円証紙の合計枚数）

　加入従業員の就労日数に応じた証紙の貼付、手帳の更新手続きが決算期間内に
適正に行われていない場合、証明書の発行ができません。

［消印例］
○○
工務店
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